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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
二
号 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地

域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 
後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

三 

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を

輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行

三 

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を

輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
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う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
６
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め

る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場

合
に
お
い
て
の
８
の
⑴
か
ら
⑽
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。 

１
～
６ 

（
略
） 

７
⑴ 

（
略
） 

⑵ 

次
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産

地
と
す
る
動
物
、
同
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
国
を
船
積
地
域
と
す
る
動
物
又
は
同
表
の
三
の
項

う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
６
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め

る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場

合
に
お
い
て
の
８
の
⑴
か
ら
⑽
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。 

１
～
６ 

（
略
） 

７
⑴ 

（
略
） 

⑵ 

次
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産

地
と
す
る
動
物
、
同
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
国
を
船
積
地
域
と
す
る
動
物
又
は
同
表
の
三
の
項
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の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
及
び
船
積
地
域
と

す
る
動
物
若
し
く
は
植
物
で
あ
っ
て
、
当
該
第
二
欄

に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る

も
の
（
ク
ロ
ト
ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
ゴ
レ
、
ヨ
シ
キ
リ
ザ

メ
、
ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、

シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ

ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ
ザ

メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
、
タ
ツ
ノ

オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス
コ
ギ

ル
ヴ
ァ
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部

及
び
派
生
物
（
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
及
び
船
積
地
域
と

す
る
動
物
若
し
く
は
植
物
で
あ
っ
て
、
当
該
第
二
欄

に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る

も
の
（
ク
ロ
ト
ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
ゴ
レ
、
ヨ
シ
キ
リ
ザ

メ
、
ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、

シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ

ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ
ザ

メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
、
タ
ツ
ノ

オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス
コ
ギ

ル
ヴ
ァ
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部

及
び
派
生
物
（
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
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る
種
に
属
す
る
植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に

あ
っ
て
は
附
属
書
Ⅱ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
、

同
条
約
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
又
は

植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て
は
附
属

書
Ⅲ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち

、
当
該
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
四
欄
に
掲
げ

る
も
の
（
二
の
表
の
第
２
に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受

け
る
べ
き
も
の
並
び
に
⑶
及
び
⑷
に
基
づ
き
経
済
産

業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を

輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

る
種
に
属
す
る
植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に

あ
っ
て
は
附
属
書
Ⅱ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
、

同
条
約
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
又
は

植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て
は
附
属

書
Ⅲ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち

、
当
該
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
四
欄
に
掲
げ

る
も
の
（
二
の
表
の
第
２
に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受

け
る
べ
き
も
の
並
び
に
⑶
及
び
⑷
に
基
づ
き
経
済
産

業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を

輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。 

 

国 

種 

貨
物 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る

） 

（
削
る
） 

     

（
削
る
） 

ら
な
い
。 

 

国 

種 

貨
物 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

エ
ジ
プ

ト 

ワ
シ
ン
ト
ン

条
約
附
属
書

Ⅱ
に
掲
げ
る

種(

ギ
リ
シ
ャ

リ
ク
ガ
メ
、

ナ
イ
ル
ス
ッ

動
物
並
び

に
そ
の
個

体
の
一
部

及
び
派
生

物 
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ポ
ン
、
エ
ジ

プ
ト
ト
ゲ
オ

ア
ガ
マ
、
ク

ジ
ャ
ク
ト
ゲ

オ
ア
ガ
マ
、

ニ
シ
キ
ト
ゲ

オ
ア
ガ
マ
、

サ
バ
ク
ト
ゲ

オ
ア
ガ
マ
、

チ
チ
ュ
ウ
カ

イ
カ
メ
レ
オ
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（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

イ
ス
ラ

ワ
シ
ン
ト
ン

（
略
） 

ン
、
ア
フ
リ

カ
カ
メ
レ
オ

ン
、
ナ
イ
ル

ス
ナ
ボ
ア
、

ヤ
ハ
ズ
ス
ナ

ボ
ア
及
び
フ

ェ
ネ
ッ
ク
ギ

ツ
ネ
に
限
る

。)
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

イ
ス
ラ

ワ
シ
ン
ト
ン

（
略
） 
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エ
ル 

条
約
附
属
書

Ⅱ
に
掲
げ
る

種
及
び
イ
ス

ラ
エ
ル
が
同

条
約
附
属
書

Ⅲ
に
掲
げ
た

種 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

⑶
～
⑽ 

（
略
） 

８ 

（
略
） 

エ
ル 

条
約
附
属
書

Ⅱ
に
掲
げ
る

種 

    

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

⑶
～
⑽ 

（
略
） 

８ 

（
略
） 

 
 

 


